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松江市水道局 

 

 松江市水道局では、建設工事の請負契約において、平成１９年５月から中間前金払制度を導入

します。建設工事を請け負われた方は、一定の条件の下で中間前払金を請求できますので、活用

してください。 

 

１ 中間前金払制度とは 

中間前金払制度とは、当初の前払金（請負代金の４割以内）に加え、工期の半ばで更に２割

以内の前金払いを行うものです。 

 

２ 中間前払金の支払条件 

中間前払金は、既に前払金の支払いを受けている場合で、次の条件をすべて満たしていると

きに支払います。 

① 請負代金の額が５００万円以上であること。 

② 工期の２分の１が経過していること。 

③ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること。 

④ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に

相当するものであること。 

⑤契約締結時に中間前金払か部分払かを選択してください。 

 

３ 中間前払金の請求手続 

中間前払金の請求手続は、次のとおりです。 
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① 請負者は、「認定請求書」に「工事履行報告書」・「計画工程表」を添付して、当該工事の発

注を担当している課（工事担当課）へ提出し、中間前払金に係る認定の請求を行ってくださ

い。 
 
② 工事担当課は、「認定請求書」を受け取ってから７日以内に「認定調書」を交付します。た

だし、進捗額の調査の結果、中間前金払いをすることができる要件を具備していると認定で

きないときは、「認定調書」を交付しません。 
なお、「工事履行報告書」に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠

となる資料の提出を求めることもあります。 

 
③ 請負者は、「認定調書」の交付を受けたときは、その認定調書を添えて保証事業会社（「西

日本建設業保証」）に中間前払金保証の申込みをしてください。 
 ［必要書類］ 
  １保証申込書 
  ２前払金使途内訳明細書 
  ３認定調書（コピー） 
 
④ 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。 
 
⑤ 請負者は、請求書に保証証書を添えて、工事担当課へ中間前払金の請求をしてください。 
 
⑦ 中間前払金専用の「前払金払出依頼書」（保証事業会社から渡されます。）により、預託金

融機関へ払出の請求をしてください。 
 
⑧ 請負者に対し、中間前払金が払い出されます。（現金での払出しとなります。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




